
こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金交付要綱 改正案（新） こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金交付要綱 （旧）

第 1条～第６条 略

（補助金の交付の申込み）

第７条 補助金の交付を受けようとする建築主（以下「申込者」という。）は、別記第１号様式によ

るこうちの木の住まいづくり助成事業実施申込書（以下「申込書」という。）を知事に提出しなけ

ればならない。ただし、分譲住宅にあっては、住宅を建築し、又は販売する者が申込みをすること

ができるものとする。

なお、新築又は増築の申込みであって、建築基準法第６条第１項による確認（以下「建築確認」とい

う。）が必要な場合は同条第４項又は同法第６条の２第１項の規定による確認済証の交付後に、建

築確認が不要な場合は同法第 15 条の規定による建築工事の届出後に提出しなければならない。

第７条第２項～第 17 条 略

附則

１ この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限りその効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された

補助金については、第 11 条、第 15条及び第 16 条の規定は、同日以降もなおその効力を有す

る。

附則 略

附則

この要綱は、令和４年３月 24日から施行する。

ただし、この要綱の施行日までに本要綱第７条第２項の規定により申込書が受理された補助金の交

付は、補助金の額について従前の要綱の規定を適用できるものとする。

附則

この要綱は、令和５年３月 23日から施行する。
ただし、この要綱の施行日までに従前の要綱第７条第２項の規定により申込書が受理された補助金

の交付は、補助金の額について従前の要綱の規定を適用できるものとする。
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